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【向井流東京上野門下連絡会 会則】

2018年７月１日制定

第１条（名称）

本会は、「向井流東京上野門下連絡会」と称す

第２条（目的）

師上野徳太郎が伝承したʻ向井流ʼの泳法及び教示を正しく継承すること

第３条（会員条件）

師上野徳太郎の伝承を理解し、学び、正しく継承する団体及び個人

第４条（運営）

上記条件の団体代表者、認められた個人によって運営する

第５条（役員）

次の役職と人員を定める

会 長 １人、会 計 １人、書 記 ２人

第６条（任期）

役員の任期は、２年間とする

但し、再任は、妨げない

第７条（監事）

会には、監事をおく

第８条（監事の任期）

監事の任期は、１年間とする

第９条（顧問・相談役）

会には、顧問と相談役をおく

第10条（会費）

会に属する全ての個人から、年間1,000円徴収する

第11条（会費使用対象）

会の運営上必要と認められる経費に使用する

第12条（会の行事）

会では、次の行事を行う

総会

泳ぎ合わせ会

級・段検定試験

（その他）

第13条（会員の除名）

会員に次の行為があった場合、除名とする

会の規則に離反する行為

会の運営に支障をきたす行為

以上
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